
様式第７号（第17第３項、第18第２項） 

 

業 務 等 回 答 書 

提出日：令和６年７月１７日 

発 注 機 関 名 産業労働部営業局 公  告  日   令和６年７月８日 

業 務 名  

業 務 箇 所 名 
「信州首都圏総合活動拠点（銀座NAGANO）新WEBサイト構築事業」業務 

質 問 内 容 【1】業務委託仕様書（案）６「業務内容」 

(1)カ 管理ページ制作（イ）各種データ内の「会員情報」における会員とは、

①銀座NAGANO メンバーズクラブ会員、②メールマガジン受信者、③イベン

ト申込み者、④その他、いずれが該当しますでしょうか。また、当該会員数

はどの程度でしょうか（現状および今後3年ほどでの増加想定）。 

 

【2】「事業者」「会員」には、それぞれログイン機能は必要でしょうか。 

 

回答日：令和６年７月１８日 

回 答 【1】②メールマガジン受信者及び③イベント申込み者 が該当します。②に

ついては、現状約10,000名であり、約1,000名／年の増加を想定しています。 

③については、最大半年間システム内に保存する情報であり、半年間で約

1,000名となります。 

 

【2】「事業者」「会員」のログイン機能は想定しておりません。 

 

 


